
 

 
取組完了の事項 

 

 分権改革 

 

 ＮＰＯ提案型モデル事業の実施（１７年度） 県民生活部

  ＮＰＯからの事業提案を公募で受け付ける「ＮＰＯ提案型モデル事業」を引き続き実
施する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
 ○実施 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 「ＮＰＯ提案型モデル事業」を実施した。（17年度） 
＜実施事業＞  
「欠陥住宅防止のための冊子づくり事業」 
「ボランティアによる福祉有償運送（移動サービス）実施体制整備事業」 
「団塊世代のキャリアをＮＰＯ活動に活かすモデル開発プロジェクト事業」 

○ 18年度以降はモデル事業の成果を活かして、各担当部局においてＮＰＯ提案型事業を
実施している。 
＜実施事業例＞ 
「外国人県民の社会参画活動育成事業（19年度）」 
「自然環境保全活動モデル事業（18年度）」 
「心のバリアフリー推進事業（障害に対する理解を深めるための啓発事業）（19年度）」
「菜の花エコプロジェクト実践委託事業（18年度）」 

当初版０22 

 

 

 (財)愛知県教育サービスセンターと(財)愛知県スポーツ振興事業団との統合の検討（17年度） 教育委員会

  (財)愛知県教育サービスセンターと(財)愛知県スポーツ振興事業団との統合を検討す
る。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
 ○検討 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ ㈶愛知県教育サービスセンターが㈶愛知県スポーツ振興事業団の事業等を継承し、18
年 4月 1日に両団体を統合した。（スポーツ振興事業団は解散。統合後の名称は「㈶愛
知県教育・スポーツ振興財団」） 

当初版０28 

 

 

 

 

 

１１２ 



 

 桃花台新交通(株)のあり方の検討（１７年度以降） 地域振興部

  桃花台線の存廃も含めた抜本的な検討の中で、運営会社である桃花台新交通(株)のあ
り方を検討する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

 

        この間で検討 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 桃花台線の自立的経営が見込めない中、新システム導入による経営再建の可能性や廃
止した場合の路線バスによる対応などを総合的に検討した結果、県及び小牧市はこれ以
上の公的支援は行えないと判断した。 
  これを受け、桃花台新交通㈱は、桃花台線を 18 年 10 月 1 日に廃止し、同年 11 月 17
日に会社を解散した。（清算中） 

当初版０32 

 

 

 (財)2005 年日本国際博覧会協会の廃止（１８年度以降） 産業労働部

  愛知万博の終了に伴い、(財)2005 年日本国際博覧会協会を廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

 

        この間で廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 愛知万博の終了（17 年 9 月 25 日）後、（財）2005 年日本国際博覧会協会は、18 年
12月末に解散した。（19年 5月清算結了） 
○ 愛知万博の基本理念を継承発展する事業については、（財）2005 年日本国際博覧会協
会の承継団体である（財）地球産業文化研究所が全国において展開し、愛知県、名古屋
市ほか地元関係団体が開催地域において展開をしている。 

当初版０33 

 

１１３ 



 

 県庁改革 

 

 本庁組織の見直し（１８年度） 関係部局 

  愛知万博・中部国際空港の成果を活かすとともに、分権型社会に的確に対応した県政
を運営していくために、平成12年度の再編の課題・問題点を検証しつつ、次の視点から
本庁組織の見直しを実施する。 
○増大する全庁横断的な行政課題に総合的かつ的確に対応し、政策を戦略的に展開して
いくために、政策調整機能等の充実・強化を図る。 
○国際交流活動の拡大等、愛知万博・中部国際空港の成果を活かした施策を展開してい
くために、複数部局で実施されている国際関係施策を総合的かつ効果的・効率的に展
開していくための組織の構築を図る。 
○行政課題に迅速かつ機動的に対応し、県民の利便性を向上するために、大規模な課の
適正規模化とできる限りの建物空間の一体化を図る。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
            ○新体制整備 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 「政策調整機能等の充実強化」、「国際関係施策の総合的かつ効果的・効率的な展開」、
「行政課題に迅速・的確に対応するための組織整備」の視点から本庁組織の見直しを行
った。（18年 4月） 
10部局 75課 20課内室⇒10部局 5担当局 83課 16課内室 

（その後、総務事務管理課の設置（総務事務センター準
備室の廃止、18年 10月）、こころの健康推進室の設置
（19 年 4 月）、大学改革室の廃止（19 年 4 月）により
84課 15課内室） 

①政策調整機能等の充実強化を図り、機動的・戦略的に施策展開 
・知事公室を総務部から独立した部相当の「知事政策局」とし、「秘書課」、「政策
調整課」、「企画課」及び「広報広聴課」を配置。 

②愛知万博・中部国際空港の成果を活かし、国際関係施策を総合的かつ効果的・効率的
に展開 
・グローバル化に対応した地域づくりを積極的に推進するため、地域振興部に「国際
課」を配置し、その課内室として「多文化共生推進室」を設置。 
・国際経済関係施策の一層効果的な推進のため、産業労働部の組織を再編し、「産業
立地通商課」と「観光コンベンション課」を設置。 

③行政課題に迅速・的確に対応するための組織整備 
【新たな行政課題等に対応】 
・県民生活部⇒「地域安全課」を設置。「文化学事課」を「文化芸術課」と「学事振
興課」に再編。 
・防災局⇒「防災課」、「消防課」、「産業保安課」を「防災危機管理課」、「災害
対策課」、「消防保安課」に再編。 
・環境部⇒「環境活動推進課」、「地球温暖化対策室」、「廃棄物監視指導室」を設
置。「廃棄物対策課」を「資源循環推進課」に改組。 
・健康福祉部⇒「子育て支援課」、「監査指導室」を設置。 
・産業労働部⇒「科学技術推進室」、「産業人材育成室」を設置。 
・農林水産部⇒「食育推進課」を設置。 
【大規模な課を適正な規模に再編】 
・建設総務課（120人）⇒建設総務課、建設企画課、建設業不動産業課 
・農林総務課（98人）⇒農林政策課、農林検査課 
・総務課（88人）⇒総務課、法務文書課 
・県民課（65人）⇒県民総務課、県民生活課（中央県民生活プラザ） 
・環境政策課（55人）⇒環境政策課、環境活動推進課 

当初版０34 

 
 

１１４ 



 

【本課との一体的な施策推進又は設置目的の達成のため課内室を廃止】 
・首都機能移転対策室、こども環境サミット準備室、地盤環境室、繊維生活産業室、
労政推進室を廃止。 

【より県民に分かりやすく、効果的・効率的に事務処理 等】 
・「地域振興課」を「地域政策課」として、「産業労働総務課」を「産業労働政策課」
として、「農林総務課」を「農林政策課」として改組。 
・「地域福祉課」を設置。 
・「新産業振興課」と「産業技術課」を「地域産業課」及び「新産業課」に再編。 
・「住宅企画課」を「住宅計画課」として改組。 
・「住宅整備課」と「住宅管理課」を「公営住宅課」に統合。 
・「統計課」を県民生活部に配置。 
・「国際博推進局」を廃止。 

○ 業務分担・職責を明確化し、行政需要に迅速、適切に対応するための職制の見直しと
して、部長相当職の「理事」を廃止するとともに、部長の指揮監督下に「担当局」を設
置し、「担当局長」に一定の業務を分担させることにより、事務の分担を分かりやすく
した。（18年 4月） 
○ こころの健康の保持増進、自殺・ひきこもり対策等を推進するため、健康福祉部障害
福祉課内に「こころの健康推進室」を設置した。（19年 4月） 

 

 

 ｢総務事務センター準備室｣の設置（１７年度） 総務部 

  平成 18年度の総務事務センター（仮称）の開設に向けて、総務部総務課内に「総務事
務センター準備室（仮称）」を設置する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
 ○設置 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 総務部総務課内に「総務事務センター準備室」を設置した。（17年 4月） 
○ 18 年 10 月に、総務部内に「総務事務管理課（総務事務センター）」を設置して内部
管理事務の集中処理を実施し、これに伴い、｢総務事務センター準備室」を廃止した。 

当初版０37 

 

 

 ｢大学改革室｣の設置（１７年度） 県民生活部

  県立の大学改革を推進するために、県民生活部文化学事課内に「大学改革室（仮称）」
を設置する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
 ○設置 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 県民生活部文化学事課内に「大学改革室」を設置した。（17年 4月） 
○ 愛知県大学改革基本計画の策定（18年 3月）、愛知県公立大学法人設立準備事務を行
い、大学改革事務を愛知県公立大学法人（19年 4月設立）に移行させた。これに伴い、
「大学改革室」を廃止した。（19年 4月） 

当初版０38 

 

 

１１５ 



 

 ｢競馬対策室｣の設置（１７年度） 農林水産部

  名古屋競馬に関する施策の推進を図るため、農林水産部畜産課内に「競馬対策室（仮
称）」を設置する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
 ○設置 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 農林水産部畜産課内に「競馬対策室」を設置した。（17年 4月） 
○ 愛知県競馬組合は、17 年 3 月に「経営再建計画」（17～19 年度）を策定し、経営再
建に取り組んできた。この3年間の経営再建の評価と今後の経営見通しをもとに、競馬
組合の構成団体が協議を行い、19年 11月、20年度以降の名古屋競馬の存続を決定した。

当初版０39 

 

 

 ｢教育企画室｣の設置（１７年度） 教育委員会

  教育委員会事務局の教育政策の企画・立案機能の強化を図るため、教育委員会事務局
管理部総務課内に「教育企画室（仮称）」を設置する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
 ○設置 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 教育委員会事務局管理部総務課内に「教育企画室」を設置した。（17年 4月） 
○「あいちの教育に関するアクションプラン」を本県として初めて策定した。（19年 4月）

当初版０40 

 
 

 ｢新空港関連事業部｣の｢企業立地部｣への統合（１７年度） 企業庁 

  中部国際空港の関連事業の縮小に伴い、中部臨空都市と既存企業用地に係る営業部門
を一元化し、企業誘致の一層の促進を図るため、企業庁「新空港関連事業部」を同庁「企
業立地部」に統合し、２部４課体制を１部３課体制に改める。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
 ○統合 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ ２部４課体制を１部３課体制に改め、企業誘致の一層の促進を図った。（17年 4月）
 企業立地部（企業立地課、工務課）  新空港関連事業部（企画調整課、事業課） 
⇒企業立地部（企画調整課、企業誘致課、工務課） 

当初版０41 

 

１１６ 



 

 「特殊教育課｣から｢特別支援教育課｣への名称変更（１７年度） 教育委員会

  特殊教育から特別支援教育への転換の動きに合わせ、教育委員会事務局学習教育部「特
殊教育課」を同部「特別支援教育課（仮称）」に改め、特別支援教育体制の整備を進める。

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

 ○名称変更・ 

  体制整備 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 教育委員会事務局学習教育部「特殊教育課」を同部「特別支援教育課」に改めた。 
(17 年 4月） 

当初版０42 

 

 

 ｢こども環境サミット準備室｣の廃止（１８年度） 環境部 

  こども環境サミット２００５の終了に伴い、環境部環境政策課「こども環境サミット
準備室」を廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
          ○廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 環境部環境政策課「こども環境サミット準備室」を廃止した。（18年 4月） 

当初版０43 

 

 

 ｢国際博推進局｣の廃止（１８年度） 産業労働部

  愛知万博の終了に伴い、「国際博推進局」を廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
          ○廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 「国際博推進局」を廃止した。（18年 4月） 

当初版０44 

 

 

 

１１７ 



 

 豊田加茂地域の地方機関の見直し（１７年度） 関係部局 

  豊田加茂地域の市町村合併に伴い、次のとおり地方機関の見直しを実施する。 
○「豊田加茂事務所健康福祉課足助駐在」を廃止する。 
○「加茂保健所」及び同「足助支所」を廃止するとともに、三好町の区域に係る保健衛
生事務等、引き続き県が地域で担うべき事務を所管するために、「衣浦東部保健所加茂
支所（仮称）」を設置する。 
○「豊田加茂教育事務所足助支所」を廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○暫定体制整備 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 「加茂保健所」及び同「足助支所」、「豊田加茂教育事務所足助支所」を廃止する等、
豊田加茂地域の市町村合併に伴う地方機関の見直しを実施した。（17年 4月） 
※ 20 年度に、専門性の強化・対応の迅速性の向上を図るため、保健所（12 か所）を分
野別地方機関とするとともに、支所（9 か所）の専門職員を本所に集中化し、支所を窓
口機能に特化した「保健分室」に改組する予定。 

当初版０46 

 

 ｢農業改良普及センター｣の｢農業普及指導センター｣への名称変更（１７年度） 農林水産部

  農業改良助長法の改正に伴い、「農業改良普及センター」を「農業普及指導センター（仮
称）」に名称変更するとともに、担い手等に対し高度・先進的な技術を指導するスペシャ
リスト機能及び関係機関等との連携の下に地域の農業・農村の活性化を図るコーディネ
ート機能の強化を図る。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

○名称変更・ 

 機能強化 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 「農業改良普及センター」を「農業普及指導センター」に名称変更するとともに機能
強化を図った。（17年 4月） 

当初版０47 

 

 ｢尾張建設事務所天白川改修出張所｣の廃止（１７年度） 建設部 

  激甚災害対策特別緊急河川事業（天白川）の終了に伴い、「尾張建設事務所天白川改修
出張所」を廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 尾張建設事務所天白川改修出張所を廃止した。（17年 4月） 

当初版０48 

 

１１８ 



 

 ｢知多建設事務所空港関連道路出張所｣の廃止（１７年度） 建設部 

  中部国際空港関連道路工事の終了に伴い、「知多建設事務所空港関連道路出張所」を廃
止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 知多建設事務所空港関連道路出張所を廃止した。（17年 4月） 

当初版０49 

 

 

 ｢西三河建設事務所第二東名自動車道岡崎出張所｣及び｢新城設楽建設事務所第二東名自動車道新城出張所｣の設置（１７年度） 建設部 

  第二東名関連道路の建設に伴い、「西三河建設事務所第二東名自動車道岡崎出張所」及
び「新城設楽建設事務所第二東名自動車道新城出張所」を設置する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○設置 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 西三河建設事務所第二東名自動車道岡崎出張所及び新城設楽建設事務所第二東名自
動車道新城出張所を設置した。（17年 4月） 

当初版０50 

 

 

 総合教育センター｢特殊教育相談研究室｣の「特別支援教育相談研究室」への名称変更（１７年度） 教育委員会

  特殊教育から特別支援教育への転換の動きに合わせ、総合教育センター相談部「特殊
教育相談研究室」を同部「特別支援教育相談研究室（仮称）」に改め、特別支援教育体制
の整備を進める。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

○名称変更・ 

 体制整備 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 総合教育センター相談部「特殊教育相談研究室」を同部「特別支援教育相談研究室」
に改めた。（17年 4月） 

当初版０51 

 

 

 

１１９ 



 

 ｢東三河水道事務所蒲郡浄水場｣の｢豊川浄水場｣への統合（１９年度） 企業庁 

  東三河地域の浄水場業務を見直し、東三河水道事務所「蒲郡浄水場」を同「豊川浄水
場」に統合する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
                    ○統合 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 東三河水道事務所蒲郡浄水場の豊川浄水場への統合を実施した。（19年 4月） 

当初版０54 

 

 

 ｢情報教育東海所｣及び｢情報教育豊橋所｣の廃止（１９年度） 教育委員会

  県内３ケ所に分散している県立学校の情報化の推進拠点としての機能を「総合教育セ
ンター」に集約し、充実・強化を図ることとし、これに合わせて、「情報教育東海所」及
び「情報教育豊橋所」を廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
                    ○廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 県立学校の情報化の推進拠点を「総合教育センター」に集約し、「情報教育東海所」
及び「情報教育豊橋所」を廃止した。（19年 4月） 

当初版０56 

 

 

 広域行政制度の導入を踏まえた地方機関のあり方の検討（１７年度以降） 総務部 

  道州制等、将来的な広域行政制度の導入を念頭に置き、地方機関の果たすべき役割と
組織のあり方を検討する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

   

       この間で検討 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 「道州制特別チーム」において、地方分権の推進方策や道州制の導入を含む新たな地
方自治のあり方を調査・検討し、「研究報告書」を作成した。（17年度） 
  この研究の中で、道州内での分権を徹底する「顔の見える道州制」の核となる、旧の
国（尾張、三河等）単位の地方庁について地域ごとのシミュレーションを行った。 

当初版０58 

 

１２０ 



 

 地方機関の強化（１７年度） 関係部局 

  災害発生時の応急対策等について、より迅速かつ適切に実施するため、県事務所の防
災業務を一元化するとともに、建設事務所及び港務所の災害応急体制を強化する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○実施 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 県事務所の県民総務課と行政企画課で二元的に行っていた防災業務を行政防災課に
一元化した。（17年度） 
○ 農林水産事務所、建設事務所の防災関係グループ班長を県事務所行政防災課に兼務さ
せることとし、災害対策本部の支部を構成する地方機関相互の連携を強化した。 
（17年度） 

○ 災害発生時における現地での初動態勢を強化するため、建設事務所・港務所の防災・
災害対策担当へ技術職員を新たに配置した。（17年度） 

当初版０59 

 

 

 ｢改良普及員資格試験委員｣の廃止（１７年度） 農林水産部

  「改良普及員資格試験委員」については、農業改良助長法の改正により改良普及員の
資格と専門技術員の資格が統合され、普及指導員の資格に一元化されるとともに、統合
後の試験は国が実施することから廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 改良普及員資格試験委員を廃止した。（17年度） 

当初版０76 

 

 

 ｢宅地建物取引業審議会｣の廃止（１７年度） 建設部 

  「宅地建物取引業審議会」については、宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に
対する不利益処分の相当性について審議するために設置してきたが、処分に関する事務
の迅速化・簡素化を図るため、新たに審査基準を設け、廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 宅地建物取引業審議会を廃止した。（17年度） 

当初版０77 

 

１２１ 



 

 長期自主研修支援制度の導入（１７年度） 総務部 

  職員が自らの資質向上を目的として自主的に計画する長期研修（大学院への進学等）
を支援するための制度を導入する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○導入 

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 長期自主研修支援制度を導入した。（17年 4月） 
＜研修実績＞ ⑱６名 ⑲６名 

研修分野：法律、看護、保健、国際文化 
※ 自己啓発等休業制度へ移行予定（20年 4月） 

当初版０94 

 

 職員の資質向上のための制度･手法の検討（１７年度） 総務部 

  ２大プロジェクト後の新しい愛知の発展に寄与できるような海外派遣研修の導入な
ど、職員の視野を広め、資質の向上に結びつく制度・手法を検討する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○検討 

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 職員の資質向上のための制度・手法を特別チームにおいて検討し、「あいち人材育成
ビジョン」（17年度）及び「あいち職員研修プラン」（18年度）を策定した。 
＜新設・充実した制度＞ 
18年度 ・自主企画海外派遣調査研修の導入 ・庁内公募の充実 

・新規事業提案制度の導入     ・育成型ジョブローテーションの充実 
19年度 ・キャリアアップ研修の充実    ・コーチング研修の導入 

・現場体験型研修の導入・拡充   ・スターティングヒアリング制度の導入
・ＦＡ異動制度（やりたい仕事挑戦制度）の導入 

当初版０96 

 

 より効果的・効率的な行政評価制度のあり方の検討・実施（１７年度） 総務部 

  行政評価について、実施結果を予算編成や定数査定により有効に活用する手法を検討
するとともに、施策評価と事務事業評価が有効に連動して機能する、より効率的な行政
評価制度のあり方を検討する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○検討 

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 愛知県行政評価委員会等において行政評価制度のあり方を検討し、制度の改善を行っ
た。 
＜改善内容＞ 
・ 実施結果を予算編成や定数査定により有効に活用するため、評価の実施・公表時期
を前倒し（17・18年度） 
・ 行政評価調書の簡素化、行政評価の単位と予算の単位との一致、新規事業に係る事
前評価制度の導入、行政評価主管者（各部局）の設置等（19年度） 

当初版 110 

 

１２２ 



 

 公募型指名競争入札の実施（毎年度） 関係部局 

  不良・不誠実な業者の参入排除、公共工事の品質確保等の観点から、入札参加資格要
件、同種の工事実績、技術的要件などの一定の条件を付けた上で、受注意欲の高い業者
を公募により幅広く選定する公募型指名競争入札を引き続き実施する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

  

           毎年度実施 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 公募型指名競争入札を引き続き実施したが、19 年 10 月から一般競争入札の対象範囲
をさらに拡大したことに伴い、廃止することとした。 
＜実施件数＞ 
17年度 252 件  18 年度 192 件  19 年度 180 件 

当初版 112 

 

 

 内部管理業務プロセス改革プランの推進（毎年度） 総務部 

  内部管理業務プロセス改革プラン（※）に基づき、内部管理業務の見直しを進める。

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

  

           毎年度実施 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 内部管理業務プロセス改革プランに基づき、内部管理業務の見直しを進め、個別の取
組事項について進捗管理を行うとともに、一層の推進を図った。 
 ＜主な取組＞ ・総務事務センターにおける給与・旅費等事務の集中化 
         ・予算編成事務の効率化  ・文書集配のアウトソーシング活用  等 

当初版 117 

※ 内部管理業務プロセス改革プラン 
 内部管理事務の集中化・簡素化など、事務処理方法の改善を目的として平成14年度に策定した計画 

 

 

 総務事務センターの設置（１８年度） 総務部 

  給与、旅費などの定型的内部管理業務を集中処理するために「総務事務センター（仮
称）」を設置する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
            ○設置 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 総務事務センターを設置（18 年 10 月）し、知事部局等職員（18 年 10 月から）及び
県立学校教員（20年 1月から）の給与、旅費、福利厚生等の事務処理を実施することと
した。 

当初版 118 

 

１２３ 



 

 長期継続契約の締結による会計事務の合理化（１７年度） 出納事務局

  地方自治法の改正に基づき、ＯＡ機器のリース契約など物品を借り入れる契約で商慣
習上複数年にわたり契約することが一般的であるもの及び庁舎管理などの委託契約で毎
年 4月 1 日から役務の提供を受ける必要がある業務について、長期継続契約を締結でき
るよう条例を制定し、会計事務の合理化を図る。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○実施 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 「長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」を制定した。 
（17年 4月締結の契約から適用） 
＜17年度契約実績＞ 
・複数年契約が一般的な契約： ファクシミリのリース契約等206件 
・毎年 4月 1日から役務の提供を受ける必要がある契約： 庁舎警備業務等7件 

当初版 120 

 

 

 ＩＰ電話の導入の検討（１９年度まで） 総務部 

  通信費の削減を図るため、ＩＰ電話（※）の導入を検討する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

 

    この間で検討 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 従来の電話交換機の更新に伴って、18年度末にＩＰ対応交換機を整備し、光電話回線
１回線（同時に23通話可能）を導入した。（18年度） 
＜経費縮減効果＞ 年間約 130万円（回線使用料約45万円、通話料約85万円） 

当初版 122 

※ ＩＰ電話 インターネットを利用した電話 

 

 

 産業廃棄物税の新設（１８年度） 環境部 

  課税自主権を活用し、産業廃棄物の発生の抑制、再使用及び再生利用の促進、産業廃
棄物の最終処分場の設置の促進、その他産業廃棄物の適正な処理に関する施策を推進す
るために、産業廃棄物税を新設する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
          ○新設 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 産業廃棄物税を新設した。（18年 4月） 

当初版 129 

 

１２４ 



 

 排水処理業務へのＰＦＩ事業の導入（１８年度） 企業庁 

  浄水場排水処理業務（汚泥処理業務）について、愛知用水地域の４浄水場（高蔵寺･
尾張東部･上野･知多）を対象に、ＰＦＩ事業を導入する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
          ○導入 

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 18 年度から愛知用水地域の 4 浄水場（高蔵寺･尾張東部･上野･知多）で排水処理業務
（汚泥処理業務）のＰＦＩ事業を開始した。 

当初版 132 

 

 県立病院機能の見直し（１７年度） 病院事業庁

  良質な医療の提供と経営の健全化を図るため、次のような県立病院の機能の見直しを
行う。 
○愛知病院については、がん医療の充実等を図るために、がんセンターに統合し、名称
を「愛知県がんセンター愛知病院」とする。 
○尾張病院については、循環器及び呼吸器疾患の医療にさらに特化することとし、「愛知
県立循環器呼吸器病センター」と改称する。 
○がんセンター、城山病院、あいち小児保健医療総合センターは、従来の機能を強化す
る。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○見直し 

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 愛知病院のがんセンターへの組織統合等の県立病院機能の見直しを行った。（17年度）
○ がんセンター愛知病院に緩和ケア病棟を新設した。（18年度） 
○ がんセンター中央病院に隣接して民間が整備する PET-CT 検査診療所と連携し、高度
先進的な医療機器を共同利用して機能強化を図った。（19年度） 

当初版 135 

 

 有償刊行物のデジタルメディアによる提供（毎年度） 関係部局 

  有償刊行物について、ＣＤやＤＶＤなどデジタルメディアによる提供を積極的に進め
る。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

           

毎年度実施 

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 「産業廃棄物処理業者名簿」について、印刷物のほかにＣＤ－ＲＯＭに保存したもの
を有償頒布（17・18 年度）した。また、19 年度からは印刷物等を作成する代わりにホ
ームページ上で公開することとした。 
○ デジタル化が可能な情報は、ホームページ等で可能な限り広く情報提供することとし
ている。 

当初版 145 

 

１２５ 



 

 自動車税のコンビニ収納の実施（１７年度） 総務部 

  自動車税をコンビニエンスストアで納付できるようにする。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○実施 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 17 年 10月から一部の自動車税について、18年 4月からは定期課税分を含めた全ての
自動車税についてコンビニ収納を開始した。 
＜納期内納付率＞  18 年度 74.2％（対前年度3.3ポイント上昇） 

19 年度 76.6％（過去最高） 

当初版 146 

 

 

 電子申告システムの導入（１７年度） 総務部 

  法人県民税・事業税について、企業等がインターネットを通じて申告手続を行える電
子申告システムを導入する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○導入 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 法人県民税・事業税に係る電子申告システムを導入した。（17年 8月） 
＜電子申告利用率実績＞ 
17年度 0.2％  18 年度 0.9％  19 年度（20年 1月末現在）6.6％ 

当初版 150 

 

 

 自動車保有関係手続のワンストップサービスの導入（１７年度以降） 関係部局 

  国等と連携して、自動車取得税等の申告・納付等、自動車保有関係手続をオンライン
により一括して行うことができるワンストップサービスシステムを導入する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

 

          この間で実施 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 自動車保有関係手続のワンストップサービスシステムを導入した。（17年 12月） 
＜ワンストップサービスシステム利用実績＞ 
17年度 127件（利用率0.1％）   18 年度 1,720 件（利用率 0.5％）   
19 年度（20年 1月末現在）2,104 件（利用率 0.9％） 

当初版 151 

 

１２６ 



 

 各施設利用率実績等の公表及び運営改善（１７年度） 関係部局 

  平成 16 年度の施設利用率実績等を公表するとともに、14～16 年度の実績を検証し、
各施設の運営改善に取り組む。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○実績等公表・運営改善 

        

  17 年度～19年度 

実 
績 

○ 14～16年度の施設利用率実績を検証・公表し、その結果を踏まえ各施設の運営改善に
取り組んだ。（17年度） 
（目標利用率を設定した 132 指標（70 施設）のうち、14～16 年度の 3 年間で 1 回以上
目標値を達成したのは 86 指標（48 施設、複数の指標を設定している施設の重複分を
含む）） 

○ 管理委託施設については、18年度に指定管理者制度を導入した。 
○ 直営施設については、効果的・効率的な管理運営のあり方を検討し、運営の改善に努
めている。 

当初版 160 

 

 

 三河湖公園施設の廃止（１７年度） 環境部 

  三河湖公園施設については、近隣に類似施設が設置され、県としての存置の意義が薄
れてきたことから廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 三河湖公園施設を廃止した。（17年 4月） 

当初版 162 

 

 

 茶臼山公園施設（キャンプ場を除く）の地元移管（１８年度以降） 環境部 

  茶臼山公園施設（キャンプ場を除く）については、地元豊根村の観光振興のために有
効活用が期待されることから、地元の意向を踏まえて移管する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

 

                    この間で実施 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 地元の豊根村に移管した。(18年 4月） 

当初版 163 

 

１２７ 



 

 三好学園及び三好寮の廃止（１７年度） 健康福祉部

  知的障害児施設である三好学園及び知的障害者更生施設である三好寮については、管
理委託先である社会福祉法人が建設する施設へ機能を移管して、廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○廃止 

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 三好学園及び三好寮を、管理委託先の社会福祉法人が建設した施設へ機能を移管して
廃止した。（17年 4月） 

 

 看護専門学校の見直し（１７～１９年度） 健康福祉部

  看護専門学校については、看護職員の需給動向や県内の他の看護職員養成機関の状況
を踏まえて見直しを実施する。 
○心身障害者コロニー内の春日井看護専門学校については平成17年度に廃止する。 
○愛知看護専門学校については平成 17 年度に第１看護科の入学定員を４０人から８０
人とし、19年度に第２看護科を廃止する。 
○総合看護専門学校については平成 17 年度に第４看護科を廃止し、18 年度に第２看護
科を廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

○春日井看護専門学校廃止 

○愛知看護専門学校                       ○第２看護科廃止 
第1看護科の入学定員の増員 

○総合看護専門学校 ○第２看護科廃止 

第 4看護科廃止 

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 看護専門学校の見直しを計画通り実施した。 
＜実績＞ 
春日井看護専門学校の廃止（17年 4月 1日） 
総合看護専門学校第4看護科廃止（17年 4月 1日） 
総合看護専門学校第2看護科廃止（18年 4月 1日） 
愛知看護専門学校第1看護科の入学定員の増（40人⇒80人）（17年 4月 1日） 
愛知看護専門学校第2看護科廃止（19年 4月 1日） 

 

 名古屋高等技術専門校高辻校舎の廃止（１７年度） 産業労働部

  名古屋高等技術専門校高辻校舎については、訓練科目の見直しや機能の集約化等を行
い、廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○廃止 

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 名古屋高等技術専門校高辻校舎を廃止した。（17年度） 

当初版 172 

当初版 165 

当初版 164 

１２８ 



 

 森林公園ゴルフ場のＰＦＩによる整備・運営（19年度運営開始） 農林水産部

  森林公園ゴルフ場のＰＦＩによる整備､維持管理､運営を実施する｡ 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

 

ＰＦＩによる整備（ただし、休業せず運営を継続） 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 森林公園ゴルフ場は、ＰＦＩ事業者による整備（ベントグリーンへの全面改修、快適
な電磁誘導式乗用カートの導入、新センターハウスの建築など）が実施され、19年 4月
1日にリニューアルオープンした。 
（19年度から 38年度までの20年間、ＰＦＩ事業者が管理運営） 

当初版 175 

○ＰＦＩによる運営開始 

 

 

 里山学びと交流の森(仮称)の設置（１８年度） 農林水産部

  多様な自然環境を有する海上の森を、愛知万博の成果と取組を継承しつつ、県民と協
働で適切に保全し、自然とのふれあいの場、環境学習の場、森づくり・里づくり活動の
場等として活用する拠点施設として整備し、里山学びと交流の森（仮称）を供用開始す
る。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○供用開始 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 「里山学びと交流の森（仮称）」を「あいち海上の森センター」として 18 年 9 月に
供用開始し、海上の森全域で「海上の森保全活用計画」に基づく事業に取り組むことと
した。 

当初版 176 

 

 

 東三河ふるさと公園（仮称）の設置（１７年度） 建設部 

  自然を生かし、東三河の歴史、文化、自然を紹介するとともに、郷土の風景を後世に
伝えることをテーマとした公園として、東三河ふるさと公園（仮称）を平成17年度末に
一部供用開始する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○一部供用開始 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 「東三河ふるさと公園」を一部供用開始した。（18年 3月） 
（20年 2月現在、公園南側を重点的に整備中） 

当初版 178 

 

１２９ 



 

 蒲郡ヨットハーバーの廃止（１８年度） 建設部 

  民間施設との競合により県が設置する意義が薄れたことや、施設の老朽化が著しいた
め、蒲郡ヨットハーバーを廃止する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○廃止 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 
○ 蒲郡ヨットハーバーを廃止した。（18年 4月） 

当初版 179 

 

 

 愛知青少年公園及び児童総合センターの再開（１８年度） 関係部局 

  愛知青少年公園については、愛知万博の会場として利用するため平成14年度に廃止さ
れたが、万博終了後は、万博の理念を継承する２１世紀にふさわしい県営都市公園とし
て整備し、平成18年度に一部供用開始する。 
 また、児童総合センターについても平成18年度に再開する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

○愛知青少年公園一部供用開始 

○児童総合センター再開 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 愛・地球博記念公園を一部供用開始した。（第１期：18年 7月、第２期：19年 3月）
（順次整備を進め、供用区域の拡大を図る予定。「地球市民交流センター」は 20 年度
に整備着手、22年度に供用開始予定） 

○ 児童総合センターを再開した。（18年 7月） 

当初版 180 

 

 

 利用料金制の導入拡大（１８年度） 関係部局 

  指定管理者制度の導入に併せて利用料金制未導入施設への利用料金制導入を進める。

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○導入拡大 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 指定管理者制度の導入に併せ、利用料金制を未導入の管理委託施設へ利用料金制を導
入した。（18年度） 

当初版 183 

 

１３０ 



 

 財政改革 

 

 公債管理特別会計条例の改正（１７年度） 総務部 

  条例を改正し、公債管理特別会計のあり方を次のように改める。 
○一般会計で発行していた借換債を公債管理特別会計で発行するよう改める。 
○一般会計で既に発行した県債の償還全体を公債管理特別会計で管理するよう改める。

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○実施 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 一般会計で発行していた借換債を公債管理特別会計で発行したり、一般会計で既に発
行した県債の償還全体を公債管理特別会計で管理するよう公債管理特別会計条例を改
正した。(17年 3月） 

当初版 189 

 

 

 超長期債発行の検討（１７年度） 総務部 

  調達手段の多様性と商品性の向上を図るうえから、中・長期債（５年・１０年償還）
のほか、市場環境に留意し、低利かつ長期の調達を目指し、超長期債（１０年を超す償
還）の導入を検討する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 
○検討 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 17 年度に県債の一部で期間20年の借入を実行（335億円）し、18年度から期間20年
の市場公募債を発行した。 
＜期間 20年の市場公募債の発行実績＞ 
   18 年度 200億円   19 年度 200億円 

当初版 191 

 

 

 満期一括償還に備えた積立て方式の検討（１９年度まで） 総務部 

  満期一括償還方式の場合、現在の積立て方式では３０年間の積立額が平準化していな
いため、平準的な積立とすることを検討する。 

  17 年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

計

画 

当

初 

 

          この間で検討 

        

  17 年度～19年度 

実 

績 

○ 満期一括償還に備えた積立てについて、毎年度の積立額を平準化させる方式に変更し
た。（18年度） 

当初版 194 

 

１３１ 



１３２ 

 

 


